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新潟県企業局管理規程第７号 

新潟県企業局の自家用電気工作物保安規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和２年３月31日 

新潟県企業管理者  桑 原  勝 史 

新潟県企業局の自家用電気工作物保安規程の一部を改正する規程 

 新潟県企業局の自家用電気工作物保安規程（昭和40年新潟県企業局管理規程第12号）の一部を次のように改正

する。 

 別表第２を次のように改める。 

別表第２（第４条関係） 

保　安　管　理　組　織

注　実線は保安業務の系統を示し、点線は関連業務の系統を示す。

主 任 技 術 者

新潟工業用水道事務所

上 越 利 水 事 務 所

主 任 技 術 者

局長 次長
施 設 課

主任技術者

総 務 課

営業企画課

 

附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 


